
1政 治 団 体 の 名 称 智 水 会

、

!

(その・)収 文 報 告 書 懲
成 年２４ 稽 開催分)

(ふ り が な)ち すいかい.※ 該 当箇 所 に[⊇ コ す る こ と

政 治 団 体 の 区 分

〆

〒950-0902

2主 た る事務 所 の所在 地 新潟 市中央 区南万代 町12-5黒 井 ビル1F

3代 表 者 の 氏 名 高橋 節子.

4会 計 責 任 者 の 氏 名 比企 義一

口 政 党

口 政 党 の 支 部

口 政 治'資 金 団 体

口 政 治 資 金 規 正 法 第18条 の2

第1項 の規 定 に よ る政 治 団体

団 そ の 他 の 政 治 団 体

口 そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

活 動 区 域 の 区 分

国会議員関係政治団体の区分 口2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

団 同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内口 政治資金規正法第19条 の7第1項

第1号 に係 る国会議員関係政治団体

団 政治資金規正法第19条 の7第1項

第2号 に係 る国会議員関係政治団体

公職の候補者の氏名 本多 智奈美.

資金管理団体の指定の有無

r事 翻 当者の氏名 、
宮路 健

□ 有 回 無 .

公 職 の 種 類

電話番号

025-244-1173

資金管理団体の届

住 所公職の種類 衆議院議員(候 補者等) 、

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間 資金管理団体の指定の期間

叉 ン

講無
平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

※ 団体 コー ド

単
瓶

の 〔餅 ・斌
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「

(そ ¢}2)
、

収 支 の 状 況
1収 支の総括表

収 入 総 額 ・ ・ ・ ・ ・ ・ …A=B+C 20,182,221 ノ

」〆

/

ノ

ノ

(前年 か らの繰越額)・ ・B=前 年 の収支報告書 のEと 一致 15,942,133

(本 年 の収 入 額)・ …C=様 式(そ の2)～(そ の6)の 合 計 と一 致 4,240,088

支 出 総 額 ・ ・ ・ ・ ・ ・ …D=様 式(そ の13)の 合 計 と一 致 2,074,078

翌年 へ の繰 越 額 ・ ・ ・ …E=A-D 18,108,143

2収 入項目別金額の内訳

(1)個 人の負担する党費又は会費

金 額 1,715,470

員 数(党 費又は会費を納入 した人の数) 381

(2)寄 附

ア 寄附(イ を除 く。)の 区分 金 額 備 考

(ア)個人 か らの寄附 382,000 様式(そ の7)と 一致す る

(うち特定寄附)

(イ)法人その他の団体からの寄附 0 様式(そ の7)と 一致す る

(ウ)政治団体か らの寄附 0 様 式(そ の7)と 一致す る

小 計(ア)+(イ)+(ウ) 382,000.

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの) 様式(そ の8)と 一 致す る

イ 政党匿名寄附 0 様式(そ の9)と 一致す る

合 計(ア+イ) 382,000'

(注)上 記(2)寄 附の欄に数字が入る場合には、必ず(そ の7)を 添付 してください。



り 、

堅

5

(そ の3)

t

「

(3) 機関紙誌の発行その他の事業による収入

事 業 の 種 類 金 額 備 考

総会会費. 1,425,000
/ 24。6.9

望年会会費 、 172,000.
24.12.25

こ の 頁 の 小 計 1,597,000
'

(注1)

(注2)

(注3)

すべての事業収入を記載 してください。
同一の事業収入は一行に計上してください。

政治資金パーティーのうちで1,000万 円以上のパー一
ティーについては(そ の10)に 詳細を再掲して くださ
覧 覧

合 計 1,597,000、



蕉

(そ の6)

'

(6) その他の収入

摘 要 金 額 備 考

本多智奈美より事務所借 り上げ代. 420,168 24」2.15

本多智奈美より駐車場借 り上げ代. 123,000 24」2」5

こ の 頁 の 小 計 543,168
'

1件10万 円以上 の収 入は個別 に記載 し、

(注)満 の収入 は一括 して 「1件10万 円未満 の もの」欄

に記載 して くだ さい。

10万 円未

1件10万 円未満 のもの 2,450.

合 計 545,618
ノ



駕

騙1

(そ の7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 イ題 尺

寄 附 者 の 氏 名

(団体 にあって は、そ の名称)
金 額 年 月 日

住所(団 体 にあっては、

主 た る事務所 の所在 地)
職業(団 体 にあって

は、代表者 の氏名)
備 考

こ の 頁 の 小 計 0 (注1)同 一者からの年間5万 円を超える寄附は個別 に記載 してくだ さい。

同一者から複数回寄附を受けた場合は、寄附をした者(団 体等)ご とに 「名寄(注2)
せ」して年月 日順に記載し、その者の最後に 「計」を入れてください。

「その他の寄附」と 「合計」の欄は、 「個人」 「法人その他の団体」又は 「政治(注3)

団体」の寄附者の区分ごとに、最後の頁に記載 してくだ さい。

そ の 他 の 寄 附 382,000

合 計 382,000



、 亀

監,r

(その13)

3支 出項 目別金額 の内訳

(1)支 出の総括表

項 目 金 額 備 考

1経 常経費

(1)人 件 費 0

(2)光 熱 水費 0

(3)備 品 ・消耗 品 費 19,386、

(4)事 務 所費 728,182、

小 計 747,568 .・ 経 常 経 費(1)～(4)の 計

2政 治活動費

(1)組 織活動費 0

(2)選 挙 関係費 0

(3)機 関紙誌の発行

その他の事業費 1,326,510、 ア+イ+ウ+エ の計

ア 機関紙誌 の発行事業費 0

イ 宣伝事業費 0

ウ 政治資金パーティー開催事業費 0

エ その他の事業費 1,326,510,

(4)調 査研究費 0

(5)寄 附 ・交 付 金 0

(6)そ の他 の経 費 0

小 計 1,326,510 ・"政 治 活 動 費(1)～(6)の 計

合 計 2,074,078、



昌 象

(そ の14)°

(2)経 常経費(人 件費 を除 く。)の 内訳 項 目 別 区 分 事務所費

支 出 の 目 的 金 額
、

年 月 日
支出を受 けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事
務所の所在地)

備考

政治資金監査報酬
く

52,500、 24 5 1a牛膓事務所
/

新 潟 市東 区東 中野 山7-16-11
/

駐車場賃料
▼

150,000
〆

24 11 19 株式会社 葦原企画
/

新 潟 市 西 区小 針2-39-6、

事務所賃料
!

525,000
ノ

24 11 28 株式会社 文教堂. 川 崎 市 高:津 区久 本3-3-17、

、

こ の 頁 の 小 計 727.500/
(注1)資 金管理団体は、5万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、5万 円未満の支出

は 「その他の支出」に一括 して記載 して ください。

(注2)国 会議員関係政治団体は、1万 円超の支出はすべて個別に記載 し、1万 円以下
の支出は 「その他の支出」に一括 して記載 してください。

(注3)「 その他の支出」 と 「合計」の欄は、右上の項 目別区分の項 目ごとに、最後の

頁に記載 してください。

そ の 他 の 支 出 682

合 計 728,182
♂



監 巳

(そ の14)`

/

(2)経 常経費(人 件費 を除 く。)の 内訳 項 目 別 区 分 備 品 ・消耗 品費

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支 出を受 けた者 の氏名

(団体 にあっては、 その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事
務所の所在地)

備考

振替用紙作成代 18,100
/

24 5 9 長野貯金 事務 セ ンター. 長 野 県 長 野 市緑 町1657-1
!/

こ の 頁 の 小 計 18,100、
(注1)資 金管理団体は、5万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、5万 円未満 の支出

は 「その他の支出」に一括 して記載 して ください。

(注2)国 会議員関係政治団体は、1万 円超の支出はすべて個別に記載 し、1万 円以下
の支出は 「その他の支出」に一括 して記載 してくだ さい。

(注3)「 その他の支出」と 「合計」の欄は、右上の項 目別区分の項 目ごとに、最後の
頁に記載 してください。

そ の 他 の 支 出 1,286

合 計 19,386、



o

(そ の15)

(3)政 治活動費 の内訳 項 目 別 区 分 その他の事業費(総 会)

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日
支 出を受 けた者 の氏名

(団体 にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所
(団体にあっては、主たる事

務所の所在地)
備考

総会費用
,'

1,326,510
嘔/

24 9 28ANAク ラ ウンプラザホテル新潟
/

新潟市中央区万代5丁 目11番20号
"

●

こ の 頁 の 小 計 1,326,510
!

(注1)5万 円以上の支 出はすべ て個別 に記載 し、5万 円未満 の支 出は 「その他の支

出」に一括 して記載 して くだ さい。

(注2)国 会議 員 関係政治団体 は、1万 円超の支 出はす べて個別 に記載 し、1万 円以 下
の支 出は 「そ の他 の支 出」に一括 して記載 して くだ さい。

(注3)「 そ の他 の支 出」 と 「合 計」の欄 は、右上 の項 目別 区分 の()の 中の項 目ご

とに、最後 の頁 に記載 して くだ さい。

そ の 他 の 支 出 0

合 計 1,326,510
ピ



(その17)女 産 等 の 状 況

1資 産等の総括表

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 無 備 考

ア 土 地 口 団

イ 建 物 口 団

ウ 建物の所有を目的 とする地上権又は土地の賃借権 口 団

工 取 得 の 価 額 が100万 円 を 超 え る 動 産 口 団

オ 魏(醜 預(攣 書 鵠1鯵 離 く.・; 口 回

力 金 銭 信 託 口 団

キ 有 価 証 券 口 団

ク 出 資 に よ る 権 利 口 団

ケ 貸 付 先 ご との 残 高 が100万 円 を 超 え る 貸 付 金 口 団

コ 支 払 わ れ た 金 額 が100万 円 を 超 え る 敷 金 口 団

サ 取得 の価額 が100万 円を超 える施設 の利用に関す る権利 口 回

シ 借 入 先 ご との 残 高 が100万 円 を超 え る借 入 金 口 団

※有無 についてチ ェ ック して くだ さい。 、

(注)有 にチ ェ ック した揚合 は、項 目別 区分 ごとに(そ の18)が 必要です。



(そ の20)

宣 誓 書

添付書類(別 添 の とお り)

1領 収書等の写 し

2監 査意見書(政 党本部及び政治資金団体に限る。)

3政 治資金監査報告書(国 会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違 ありません。

平成2チ 年6 月 岬 日

""u 甲題リ サv

政 治 団体 の 名 称 智水会
/

会計責任者の氏名

一 早

・比 企
義 一

〆 鹸
代 表 者 の 氏 名 (解散時のみ記入)

㊥

(注)氏 名 欄 は、記名押 印又 は署名 とし、署名 は必ず本人 が 自署 して くだ さい。



政 治 資 金 監 査 報 告 書

平 成25年6月29日

智水会

代表 高橋 　
一 　一 纏鞭鰹

7 登 録 番 号 第1413号

研 修 終 了年 月 日 平成21年6月19日

1.監 査 の概 要

(1) 私 は、政 治 資 金 規 正 法(以 下 「法 」という。)第19条 の13第1項 の規 定 に基 づき、

智 水 会 の平 成24年 に係 る法 第12条 第1項 に規 定 する収 支 報 告 書 のすべての期 間

を対 象 として、当該 収 支 報 告 書 並 び に当該 収 支 報 告 書 に係 る会 計 帳 簿 、明 細 書 、

領 収 書 等 、領 収 書 を徴 し難 かった支 出 の明 細 書 等 及 び振 込 明 細 書 につ いて、支 出

に関 する政 治 資 金 監 査 を行 った。

(2)こ の政 治 資 金 監 査 は、法 第19条 の13第2項 に定 めるところにより政 治 資 金 適 正 化

委 員 会 が定 める「政 治 資金 監 査 に関 する具 体 的 な指 針 」(以 下 「政 治 資 金 監 査 マニ

ユアル 」とい う。)に 基 づ き行 った。

(3)私 の責 任 は 、外 部 性 を有 す る第 三者 として、国 会 議 員 関係 政 治 団体 の会 計 責 任

者 の作成又 は徴取 した収支 報告書 並びに当該収 支報 告書 に係 る会 計帳簿 、明細

書 、領 収 書 等 、領 収 書 を徴 し難 かった支 出 の明 細 書 等 及 び振 込 明 細 書 につ いて、

政 治 資 金 監 査 マニュアル に基 づ き政 治 資 金 監 査 を行 った結 果 を報 告 す ることにあ

る 。

(4)こ の政 治 資 金 監 査 は、智 水 会 の主たる事 務 所 において行 った。

2.監 査 の結 果

私 が実施 した政 治 資金 監 査 の結 果 は、以 下 のとおりである。

(1)法 第19条 の13第2項 第1号 の規 定 する事 項 につ いて、会 計 帳 簿 、明 細 書 、領 収
」

書等 、領 収 書 を徴 し難 かった支 出の明細 書 等 及 び 振 込 明 細 書 が保 存 されていた。

(2)法 第19条 の13第2項 第2号 の規 定す る事 項 にっ いて、会 計 帳 簿 には、当該 国 会

議 員 関 係 政 治 団 体 に係 るその年 にお ける支 出 の状 況 が記 載 され 、かつ 、当該 国 会

議員 関係 政治団体の会計 責任者 が当該会計 帳簿を備 えていた。

(3)法 第19条 の13第2項 第3号 の規 定 する事 項 にっ いて、法 第12条 第1項 に規 定 す

る収 支 報 告 書 は、会 計 帳 簿 、明 細 書 、領 収 書 等 、領 収 書 を徴 し難 かった支 出 の明

細書等及 び振込 明細書 に基づいて支 出の状況 が表示 されていた。

(4)法 第19条 の13第2項 第4号 の規 定 する事 項 にっ いて、領 収 書 を徴 し難 かった支 出

一

の明細 書 等 は、会 計 帳 簿 に基 づ いて記 載 されていた。

"'



3.業 務 制 限

智 水 会 と私 の間 には、法 第19条 の13第5項 の規 定 に違 反 する事 実 はない。

また、智 水会 と政治 資金 監査 の業務 を補助 した使用 人その他 の従事者 との間 にお

い ても、同 様 である。

以 上

燕ε

狸
両

㌦


